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1. はじめに

証明論的意味論（Proof-Theoretic Semantics；以下、PTS）とは、20世紀の半ばから

現在にかけて、哲学者および論理学者によって展開されてきた、モデル論的意味論に

代わる意味論である。それをめぐる議論では、ウィトゲンシュタインの“meaning as

use”という洞察や、「妥当性 validity」や「調和 harmony」といった概念がよく現れる。

本稿は、これらの内実とその哲学的な背景を明らかにすることを目標に、PTSの試み

を紹介するものである。

以下では、まず、PTSの出発点を見る（2節）。次に、その議論におけるふたつの重

要な概念、妥当性と調和とをそれぞれ具体的に紹介する（3、4節）。最後に、それま

での内容を簡単にまとめることで、PTSの全体像を見る（5節）。

2. PTSの出発点

PTSの出発点は、簡潔に言えば、証明論における成果と検証主義的な意味理論の試

みである(1)。本節では、このふたつについて簡潔に説明しておこう。

2.1 証明論における成果

ゲンツェンは、自然演繹の開発者である。自然演繹とは、各々の論理定項に与えら

れた導入則と除去則を適用することで進められる、ひとつの推論体系である。そして、

ゲンツェンは、その導入則と除去則について、次のような示唆を残している。

導入則は、それが関与する記号の言わば「定義」を表す。そして、除去則

は（・・・）、その定義の帰結に過ぎない。(Gentzen, 1969, p.80)

このような示唆について、ゲンツェン自身がこれ以上考察することはなかった。しか

し、この示唆は、テイト（W. W. Tait）やローレンツェン（P. Lorenzen）、マーティン-

レフ（P. Martin-Löf）、プラウィッツ（D. Prawtz）らに受け継がれ、具体的な形を与え

られてゆく。

とりわけ、Prawitz (1965)は、この示唆に具体的かつ一般的な形を与えることで、直

観主義論理に対する自然演繹の正規化可能性を示す、という成果を残した。その具体
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的な形とは、“ inversion principle”と呼ばれる、次のような原理である。

αを、Bを帰結として持つような除去則の適用としよう。この場合、αの

大前提を導くための（・・・）演繹は、αの小前提の演繹（もしあれば）と

結び付けられたとき、すでに Bの演繹を「含んでいる」。したがって、B

の演繹は、αを加えることなく、与えられた演繹から直接得ることが出来

る。(Prawitz, 1965, p.33)

この原理が成り立つことにより、証明の正規化が可能になる。証明の正規化とは、簡

単に言えば、「まわり道」を含む証明を、それを含まない証明へと書き換えることで

ある。証明の正規化は、そこに現れる「まわり道」を消去する手続き、すなわち、「簡

約 reduction」を、有限回実行することでなされる。例えば、次の証明を見てみよう。

[A]
D1

B
A→ B

D2

A α
B

この証明は、Bを証明するために、“→”を導入してから除去するという「まわり道」
を含む。このような証明について、“ inversion principle”が述べていることは、αの大

前提、すなわち、A→ Bを導く証明は、αの帰結である Bをすでに「含んでいる」と

いうことである。このことにより、上の証明は、次のような証明へと書き換えられる。

D2

A
D1

B

このような証明の書き換えの手続きが、証明の簡約である。もとの証明に現れる「ま

わり道」、すなわち、もとの証明におけるA→ Bのような、導入則によって導入された

ものであると同時に、除去則の大前提になっているような文は、“maximum formula”

ないし“ local peak”などと呼ばれる。証明の簡約とは、それを消去する手続きに他な

らない。

この“ inversion principle”、および、それに基づく証明の簡約という手続きは、以

下で見るように、妥当性や調和など、PTSのさまざまな議論で持ち出される。
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2.2 検証主義的意味理論

PTSの出発点のもうひとつは、検証主義的な意味理論の試みである。PTSの概念的

な枠組みを提示したPrawitz (1973, 1974)は、論理定項の意味を構成主義的に捉えるこ

と（BHK解釈）により、その議論を構築している。このことは、ダメットにおいても

同じであり、本稿の 3.1で詳しく見るだろう。こうしたPTSの哲学的基盤は、論理定項

のみでなく言語一般の「意味」に対する検証主義的な説明、すなわち、検証主義的な

意味理論（meaning theory）にある。ここでは、その基盤について論じているDummet

(1991)の議論を紹介しよう。

ダメットの目標は、古典論理を退けて直観主義論理を擁護することにより、実在論

と反実在論の対立を解消することである。そして、この目標のために、ダメットは、

論理規則の「正当化 justification」を試みる。直観主義論理の論理規則が正当化される

一方で、古典論理のそれは正当化されない、ということを示すためである。

まずもって、ダメットは、ウィトゲンシュタインの“meaning as use”という考えの

もと、われわれの言語使用の実践、言い換えれば、言語一般の「意味」を説明する理

論（意味理論）から出発する。そして、論理規則の正当化が可能であるためには、意

味理論は、合成原理に則ったものでなければならない、とされる。合成的でないよう

な意味理論、すなわち、全体論においては、いかなる論理規則もそれとして認められ

てしまうからである。こうして、合成的な意味理論における論理規則の正当化が考え

られることになる。

PTSとは、合成的でかつ検証主義的な意味理論を反映した意味論である。しかし、

それと同時に、PTSは、論理規則の正当化を、真理概念に訴えることなく実行するた

めのひとつの「土俵」ともなる。真理概念に訴える正当化は、古典論理と直観主義論

理の対立に関して、有効なものとは成り得ない。両者では真理概念の捉え方そのもの

が異なるからである。一方、PTSは、自然演繹という両者に共通の「土俵」における

正当化を可能にする。このように、ダメットにとって、PTSとは、それ自体、合成的

かつ検証主義的な意味理論に対応する意味論であると同時に、検証主義的観点から構

築された論理、すなわち、直観主義論理を擁護するための道具立てでもある(2)。

3. 論理規則の正当化と妥当性概念

この節では、PTSがいかなる「意味論」なのかを見てゆこう。PTSでは、モデル論に

おける真理値に代わって、「妥当性」という概念が意味論的概念として用いられる(3)。

以下では、Dummet (1991)の議論を中心に紹介する。
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3.1 根本的前提

ダメットやプラウィッツの問題意識は、2.2で見たように、検証主義的かつ合成的な

意味理論の試みにある。それを反映するPTSは、論理定項の意味を検証主義的に解釈

すること（BHK解釈）から出発する。

例えば、論理定項“∨”を考えてみよう。検証主義的に考えるならば、A∨ Bという

複合文が証明されるのは、Aに対する証明か Bに対する証明のいずれかが存在すると

きである。そして、このとき、A∨ Bは、“ ∨”の導入則を用いて証明されうる。

　　　　　　
A ∨IA∨ B

B ∨I 　　　　　　A∨ B

また逆に、Aという文か Bという文のいずれかが存在するならば、われわれはいつで

も、それに“ ∨”の導入則を適用することで、複合文 A∨ Bを証明できる。このよう

に検証主義的に考えるならば、われわれは、導入則によって、それが関わる論理定項

の「意味」を定めることができる、と言えるだろう。というのも、導入則は、その論

理定項を含む複合文が証明されるための、言わば「必要十分条件」を与えているから

である。

ある論理定項を含む複合文に対する証明があれば、その論理定項の導入則の前提に対

する証明が存在する、という前提を、ダメットは、「根本的前提 fundamental assumption」

と呼ぶ。そして、この前提は、直観主義論理の論理定項について実際に成り立つ。“∨”
の場合で言えば、このことは、直観主義論理のそれが「選言性質 disjunction property」

を持つことに他ならない。

ところで、ダメットやプラウィッツの問題意識である、検証主義的な意味理論とい

う観点からすれば、自然演繹という形式言語の範囲に限って議論することはできない。

そこで、根本的前提はわれわれの言語実践においても成り立つか、という問題が生じ

る。しかし、Dummet (1991)やPrawitz (2006)で言われるように、われわれの言語実践

においては、その前提は保持しがたいものである。このことは、全称量化子の場合を

考えれば明らかである。というのも、日常的な場面では、“∀”の導入則にしたがって、
言い換えれば、自由変項を含む文を前提にして、われわれが全称命題を主張するとは

限らないからである。むしろ、日常では、そのような命題は、帰納的な推論によって

主張されることがほとんどである。すると、“ ∀”の導入則は、それを含む文を証明す
るためのひとつの方法にしか過ぎないことになる。このように、われわれの自然言語

まで考えた場合、根本的前提はもはや保持し得ないものとなる。

S40



証明論的意味論とその課題

3.2 論理規則の正当化

根本的前提の問題はさておき、検証主義的な観点からすれば、（自然演繹の範囲で

は）導入則は、それが関わる論理定項の「意味」をそれのみで定める、と考えられる。

この点で、導入則は、検証主義的な意味理論において、「自己正当化的 self-justifying」

な規則として認められる。それでは、除去則はいかにして扱われるのだろうか。検証

主義的な意味理論において、それは、正当化されるべき規則となる。そして、その正

当化は、根本的前提の適用と、証明の簡約とによってなされる。

例えば、“→”の除去則の場合で、それがいかにして正当化されるのか見てみよう。
その除去則が最後に適用された、次のような証明を考える。

D1

A→ B
D2

A
B

除去則の大前提になっている A → Bという複合文に注目しよう。この複合文に対し

て、根本的前提を適用すると、このとき、A→ Bの導入則の前提を導くような証明、

すなわち、Aを仮定して、Bを導くような証明が存在する、ということになる。する

と、この証明は、次のように書き換えられる。

[A]
D′
B

A→ B
D2

A
B

この証明には、A→ Bが“ local peak”として現れている。そこで、2.1で見た簡約の

手続きをこの証明に適用すると、次のような証明が得られる。

D2

A
D′
B

このように、除去則で終わる証明は、根本的前提の適用と証明の簡約という手続きに

より、別の証明へと書き換えることができる。それゆえ、除去則は、それを含まない

別の証明へと書き換える手続きの存在によって正当化される、と考えることができる

のである。

ところで、証明の簡約が可能なのは、それに現れる論理定項に関して、“ inversion

principle”が成り立つからであった。言い換えれば、この原理が導入則と除去則との
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間に成り立たないような論理定項に関しては、証明の簡約は不可能なのである。そし

て、古典論理の否定“ ¬”の導入則と除去則については、“ inversion principle”は成り

立たない。それゆえ、古典論理の“ ¬”は、ここで見たような仕方では、正当化され
得ない。こうして、直観主義論理の論理規則が正当化される一方で、古典論理のそれ

は正当化され得ない、というダメットやプラウィッツの批判は、具体的な根拠を得る。

3.3 妥当性の定義と完全性

PTSにおける意味論的概念である、妥当性を定義する議論は、Prawitz (1973, 1974,

2006)、Schr̈oder-Heister (1983, 2006)、Dummet (1991)など、数多く存在する。しかし、

そこで示される定義は、基本的には、どれも同じアイデアに基づくものである。本稿

では引き続き、Dummet (1991)の議論に基づいて、その定義を紹介しよう(4)。

ふつう、妥当性という概念は、「論証 argument」に対して定義される。「論証」とは、

ツリー状に配置された、諸々の文のことである(5)。それは、証明（proof）よりも広い

意味をもつ。証明とは、「妥当 valid」な論証だと思えばよい。

PTSの哲学的基盤は、検証主義的な意味理論にある。それゆえ、妥当性の定義は、

3.2で見たような、自己正当化的な論理規則と、なんらかの手続きによって正当化さ

れる論理規則、という構図を反映したものとなる。言い換えれば、その定義の基本的

なアイデアとは、前提から結論までの各ステップが導入則の適用のみによって構成さ

れた論証（「カノニカル canonicalな論証」）は、それ自体で妥当であり、それ以外の

論証は、妥当な論証へと書き換えること、すなわち、正当化されることによって妥当

とされる、と考えることである。

まずもって、導入則が満たすべき条件が考えられる。PTSの議論は、直観主義論理

や古典論理に限定されたものではなく、それゆえ、導入則と認められるべき規則一般

が満たすべき条件が必要となるからである。そして、合成的な意味理論を構築するた

めには、論理定項を含む複合文の意味は、それを構成する諸々の文から決定されるの

でなければならない。したがって、導入則が論理定項の意味を定めるとするならば、

それが適用されることで得られる結論は、それが前提とするすべての文よりも高い複

雑性をもつ、という条件（complexity condition）が必要となる(6)。

また、検証主義的意味理論の構築という問題意識からすれば、われわれが扱うべき

論証は、論理規則に基づくものにとどまらない。数学的原理のような、論理規則以外

の規則に基づいてなされる推論のステップもまた、論証に現れるかもしれない。ダメッ

トは、このような規則を「境界規則 boundary rule」と呼ぶ。それは、論理定項を含ま

ない文、すなわち、原子文から、原子文を導く規則のことである(7)。
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このような境界規則は、それ自体で妥当であると考えることができる。なぜなら、

PTSが問題とするのは、論理定項の意味だからである。このことを踏まえて、カノニ

カルな論証に対する定義は、その各ステップで、導入則または境界規則のいずれかが

適用されているような論証、ということになる(8)。

ところで、先のアイデアのままでは、妥当性の定義はうまく行かない。導入則の中

には、“→”の導入則のような、仮定を消去（discharge）するものが存在するからであ

る(9)。仮定が消去される場合、その仮定は、論証全体にとっての前提ではなくなる。

したがって、消去される仮定からなされた推論のステップは、論証全体がカノニカル

であるかどうかとは無関係である。ダメットは、次のような例を挙げる。

A
[B∧C]

B
A∧ B

B∧C → A∧ B

この論証は、Aを前提とし、B∧C → A∧ Bを結論とするものであり、前提から結論

までの各ステップで導入則のみが適用されている。消去された仮定 B∧Cは、この結

論にとっての前提ではない。したがって、この論証はカノニカルである。ところが、

消去された仮定からなされた推論には、“∧”の除去則が適用されたステップが存在し
ている。

このように、論証がカノニカルであるからと言って、その消去された仮定からなさ

れた各ステップで導入則のみが使われている、という保証はない。それゆえ、論証が

カノニカルならば妥当である、と素朴に考えることはできず、カノニカルな論証の妥

当性とそれ以外の論証の妥当性とが、同時に定義されなければならない、ということ

になる。

こうして、妥当性の定義は、カノニカルな論証に対する妥当性とそうでない論証に

対する妥当性とを同時に定めるために、以下のように、再帰的なものとなる(10)。

1. カノニカルな論証について、それが妥当であるのは、その部分論証が妥当であ

るときであり、かつそのときに限る。

2. 任意の論証について、それが妥当であるのは、その論証を、それと同じ帰結を持

つカノニカルな論証へと書き換える実効的な手続きが存在するときであり、か

つそのときに限る。

ここで言う「部分論証 subargument」とは、ある論証のうち、その最後のステップで
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適用された規則の前提を導く論証のことである。ところで、妥当性の再帰的定義は、

このままでは機能しない。再帰的定義のベースケースは、原子文と境界規則が特定さ

れることで与えられる。先に見たように、境界規則は、それ自体で妥当だと考えられ

るからである(11)。

妥当性概念は、PTSにおける意味論的概念である。それゆえ、モデル論における真

理値と同じように、妥当性概念に対する、推論体系の完全性を考えることができる。

実際、Schr̈oder-Heister (1983)は、（1階の）直観主義論理に対する自然演繹が妥当性

概念に対して完全性を持つ、ということを証明した。ただし、そこでの妥当性の定義

は、これまで紹介したように、論証に対してではなく、個々の論理規則に対してなさ

れている。Schr̈oder-Heister (1983)のアプローチは、直観主義論理に対する自然演繹で

証明可能な帰結関係の集まりと、妥当な論理規則のみを用いて証明可能な帰結関係の

集まりとが一致することを示す、というものである。

4. 調和という概念

この節では、ダメットによって定式化され、現在のPTSをめぐる議論の中心となっ

ている「調和」という概念を紹介しよう。

4.1 プライアーの“ tonk”

Prior (1960)は、いかなる論理規則も、それ自体で、論理定項の定義として認められ

るという考え方には大きな問題が含まれる、ということを指摘した。その問題とは、

次のような導入則と除去則を持つ結合子“ tonk”が存在しうることである。

　　　　　　
A tonkIA tonk B

A tonk B tonkE　　　　　　B

この“ tonk”の導入則は“ ∨”のものと、除去則は“ ∧”のものと、それぞれ同じ型で
ある。“ tonk”を導入し、除去すると次のようになる。

A tonkIA tonk B tonkEB

ここで、Aと Bは、任意の論理式である。すると、“ tonk”を認めるとそれだけで、任

意の論理式が証明できることになってしまう。こうして、Prior (1960)によれば、任意

の論理規則について、その規則が、それが関わる論理定項をそれのみで定義するとは

考えられない、ということになる。言い換えれば、論理規則が、それのみで、当の論
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理定項の意味を定めるためには、なんらかの条件を満たすことが必要である、という

ことである。

このような Prior (1960)の議論は、論理規則の正当化を試みるダメットにとって重

要である。論理規則には正当化が必要である、ということが根拠付けられるからであ

る。ダメットは、論理規則がそれのみで論理定項の意味を定めるための条件として、

導入則と除去則との「調和」という概念を考えた。したがって、ダメットにおいて、

調和とは、論理規則の正当化と深く結びついた概念である。

4.2 調和に対するふたつの定義

ダメットは、“meaning as use”という考えのもと、われわれの言語実践に見られる

ふたつの要素に注目する。ひとつは、「主張が真であることを確立するもの」であり、

もうひとつは、「主張を受け入れることで生じる結果」である。ダメットは、われわ

れの言語一般が問題なく機能するためには、このふたつの要素の間に調和が成立して

いなければならない、と主張する (Dummet, 1991, p.210)。

この調和という概念の特徴づけとして、ダメットがまず挙げるのが、「保存的拡大

conservative extension」である。保存的拡大とは、Prior (1960)に対する応答として、

Belnap (1961)によって提出された概念である。言語 Lに新たな論理定項を加えた言
語をL′とし、LおよびL′に対する推論体系をそれぞれ S、S′としよう。L′がLの
保存的拡大であるのは、次のことが成り立つときである。

∀A ∈ L ( S′ ` A ⇒ S ` A )

ダメットは、この保存的拡大という概念を、形式言語から、われわれの言語一般へと

拡張する。そして、この拡張された意味での保存的拡大によって、「主張が真である

ことを確立するもの」と「主張を受け入れることで生じる結果」との間の調和が定義

される (Dummet, 1991, pp. 218-219)。このような調和は、「全体的調和 total harmony」

などと呼ばれる。

さらに、ダメットは、自然演繹という限られた場面においても、調和の特徴づけを

試みる。自然演繹の導入則と除去則とは、先に見た、われわれの言語実践に見られる

ふたつの要素に対応すると考えられるからである。実際、導入則とは「主張が真であ

ることを確立するもの」であるし、除去則とは「主張を受け入れることで生じる結果」

を導くものである。

ダメットは、導入則と除去則との間に成り立つべき調和を、証明の簡約という手続き

が可能であること、として特徴づける。このことは、両者の間に“ inversion principle”
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が成り立つことだと言い換えられる。このように定義された、導入則と除去則との間

に成り立つべき調和は、全体的調和と区別して、「内在的調和 intrinsic harmony」と呼

ばれる。

ところで、内在的調和は、その関係にある導入則と除去則とによって定義される論

理定項を加えた言語が、もとの言語の保存的拡大となっていることを必ずしも保証し

ない。この意味でも、調和に対するふたつの概念は、区別されるべきものである。

4.3 ダメットに対する批判

ダメットは、全体的調和と内在的調和というふたつの概念を定式化した。しかし、

現在、これらの概念は、論理定項の導入則と除去則とが満たすべき条件としては、不

適切だという批判にさらされている。

Prawitz (1994)やRead (2000)は、全体的調和は、論理定項の導入則と除去則とが満

たすべき条件としては厳しすぎる、と批判した。論理定項を加えた言語が、もとの言

語の保存的拡大でなければならないという条件は、論理定項として認められるべきも

のまで排除してしまう。例として挙げられるのは、「真理述語 truth-predicate」である。

真理述語“T”に対する導入則と除去則を考えるならば、それは次のようなものだろう。

　　　　　　
A TITA

TA TE　　　　　　A

この導入則と除去則とは、明らかに内在的調和にある。それゆえ、論理定項として認

められるべきものに思われる。しかし、この真理述語が加えられた言語では、ゲーデ

ル文が証明可能になる。それゆえ、その言語はもとの言語の保存的拡大ではなく、全

体的調和という観点からすれば、真理述語は、論理定項として認められない、という

ことになる。

Read (2000)は、内在的調和についても批判を行なう。その議論によれば、ダメット

による内在的調和の特徴づけの問題点は、根本的前提と合わせて考えていることであ

る。根本的前提は、直観主義論理の論理定項については問題なく成り立つ。しかし、

ダメット自身も指摘するように、様相論理の“ ^”オペレータでは、根本的前提は成

立しない (Dummet, 1991, p.265)。“^”の導入則は、次のようなものだと考えられる。

A ^I^A

この“^”に対して根本的前提を適用すると、^Aに対する証明が存在するとき、つね

に、Aに対するそれも存在する、ということになる。しかし、このことは、“^”でわ
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れわれが意図する様相概念に反する。

Read (2000)では、調和とは、単に、導入則と除去則が“ inversion principle”を満た

す関係にあることとして定義される。この定義そのものは、内在的調和のそれと変わ

らない。しかし、そこでは、根本的前提は、もはや保持されていない。このことは、

ダメットやプラウィッツの議論と大きく異なる点である。そしてさらに、Read (2000)

は、論理定項の導入則と除去則をより一般的な形で扱うこと、そして、自然演繹の推

論の各ステップが複数の帰結を持つことを許すこと、このふたつの条件のもとで、先

に定義された調和が、否定“ ¬”を含む、古典論理の論理定項についても成り立つこ
とを示した。

このような Read (2000)の議論に代表されるように、現在の PTSの議論の多くは、

調和、つまり、導入則と除去則が満たすべき条件に関するものである(12)。

5. おわりに

本稿の締めくくりとして、これまでの議論を振り返りつつ、PTSの全体像をまとめ

ておこう。

PTSは、ダメットやプラウィッツの業績を中心に形成されたものだと言える。そし

て、両者の問題意識は、共通して、検証主義的かつ合成的な意味理論にある。そのよ

うな試みにとって、根本的前提とは、まさに「根本的」なものである。実際、それは、

直観主義論理に対する自然演繹というフォーマットの上では、問題なく成立する。し

かし、その前提は、自然演繹という形式言語を超えて、われわれの言語一般について

成立するものだとは言いがたい。この点で、ダメットやプラウィッツの試みは、大き

な困難を抱えている。

一方、現在の PTSの議論には、おそらく、検証主義的意味理論という問題意識はな

い。そのため、ダメットやプラウィッツのように、自然言語を含めた、われわれの言

語一般を対象に議論する必要はなく、また、根本的前提にこだわることもない。現在

の PTSは、もっぱら、自然演繹という形式言語の範囲内で、導入則と除去則とが満た

すべき条件、すなわち、「調和」をめぐってなされている。しかし、そのような議論に

よって、論理定項の「意味」を扱うことはできないだろう。というのも、それらの議

論において、意味理論としての哲学的基盤は、もはや失われているからである。

註
∗ 822.110.ryo@gmail.com

(1)“Proof-Theoretic Semantics”というタームが用いられるようになったのは、1980年代のこ
とである (Schr̈oder-Heister, 2006, p.526)。
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(2)この意味で、直観主義論理を擁護するためのダメットの議論は、もともと直観主義論理に
有利な「土俵」で進められている、と言える。ダメット自身も、PTSによる正当化によって古
典論理を完全に退けることができる、とは考えていない (Dummet, 1991, p.279)。
(3)この「妥当 valid」という概念は、モデル論における「恒真 valid」と区別される。
(4)本稿では、便宜上、命題論理の範囲で妥当性の定義を考察する。実際の定義は、1階述語
論理の範囲でなされる。
(5) Prawitz (1973, 2006)は、ここで言う「論証」と正当化の手続きとを合わせたものに対して、
妥当性を定義する。
(6)ダメットは、複雑性の条件に加えて、当の規則が論理定項の導入と除去の両方を行なうこ
とはない（single-ended）、という条件も考えている。
(7)プラウィッツは、ここで言う「境界規則」と「原子文」、このふたつを合わせて、“ atomic
base”と呼ぶ。
(8)厳密な定義は、Dummet (1991, p.260)を参照されたい。
(9)妥当性を 1階述語論理の範囲で考えるならば、“ ∀”の導入則のような、開放文を前提とす
るものも問題となる。

(10)厳密な定義は、Dummet (1991, p.261)および Prawitz (2006, p.518)を参照されたい。
(11)このことから明らかなように、妥当性とは、原子文と境界規則に依存した概念である。そ
のため、このようにして定義された妥当性は、“ validity with respect toB”(Prawitz, 1973)や
“ S-validity”(Schr̈oder-Heister, 2006)とも呼ばれる。
(12)例えば、Read (2004)は、等号“ =”に適切な導入則と除去則を与えれば、（Read (2000)で
与えられたような）調和が成り立つことを論じている。
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